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金
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発
行

○
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

一
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山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

一

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
産
業
人
材
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
給
与
厚
生
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
二
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
一
項
の
表
総
合
企
画
部
の
部
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
項
中
「
中
山
間
地
域
づ
く
り

推
進
課
」
を
「
中
山
間
・
地
域
振
興
課
」
に
、
「
地
域
づ
く
り
班
」
を
「
地
域
振
興
企
画
班

地
域
づ

く
り
班
」
に
改
め
、
同
部
市
町
課
の
項
中
「
地
域
企
画
班

行
政
班
」
を
「
行
政
班
」
に
改
め
、
同
表

健
康
福
祉
部
の
部
長
寿
社
会
課
の
項
中
「
援
護
班
」
を
「
援
護
班

介
護
政
策
班
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
総
合
企
画
部
の
部
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
項
中
「
中
山
間
地
域
づ
く
り

推
進
課
」
を
「
中
山
間
・
地
域
振
興
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
を
第
四

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一

地
域
振
興
に
係
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
域
開
発
計
画
の
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

中
核
都
市
形
成
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
総
合
企
画
部
の
部
市
町
課
の
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号

を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
第
六
号
を
第
三
号
と
し
、
同
表
農
林
水
産
部
の
部
森
林
整

備
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
（
農
林
水
産
部
の
主
管
に
属
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
土
木
建
築
部
の
部
監
理
課
の
項
第
九
号
中
「
、
港
務
所
及
び
総
合
開
発
事
務

所
」
を
「
及
び
港
務
所
」
に
改
め
、
同
部
建
築
指
導
課
の
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

宅
地
造
成
等
（
他
の
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
七
十
五
条
の
九
第
一
項
中
「
山
口
県
立
美
術
館
」
を
「
美
術
館
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

る
。第

百
七
十
五
条
の
十
第
二
項
を
削
る
。

第
二
百
四
十
九
条
の
表
下
関
土
木
建
築
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
二
班
」
を
「
用
地
第
二
班

用
地

第
三
班
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
条
第
一
項
の
表
建
築
住
宅
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
三
号

一
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山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
中
エ
を
キ
と
し
、
ナ
か
ら
コ
を
ヰ
か
ら
サ
と
し
、
ヰ
の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ラ

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
等
に
通
知
す
る
こ

と
。

ム

法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ラ
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を

当
該
通
知
に
係
る
特
定
被
保
護
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

ウ

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
が
特
定
被
保
護
者
対
象

事
業
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
当
該
特

定
被
保
護
者
の
自
立
を
助
長
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
ネ
中
「
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
」
を
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

業
」
に
改
め
、
同
号
中
ネ
を
ナ
と
し
、
ヘ
か
ら
ツ
を
ト
か
ら
ネ
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ヘ

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
調
整
会
議
を
組
織
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ
中
「
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
」
の
下
に
「
並
び
に
生
活
困
窮

者
居
住
支
援
事
業
の
う
ち
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
号
ニ
中
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
業
」
を
「
子
ど
も
の
学
習
・
生
活
支
援
事
業
及
び
そ
の
他
の
生
活
困
窮
者
の
自
立
の
促
進
を
図
る
た

め
に
必
要
な
事
業
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業
」
を
「
生
活
困
窮
者
居

住
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
に
対
す
る
生
活
困
窮
者
就
労
準

備
支
援
事
業
、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
又
は
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業
の
実
施
に

関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
第
一
号
ニ
及
び
ホ
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
号
タ
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
タ
を
ソ
と
し
、
同
号
ヨ
中

「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヨ
を
レ
と
し
、
リ
か
ら
カ
を
ル
か
ら

タ
と
し
、
ル
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヌ

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
獣
医
師
又
は
家
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者

か
ら
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
旨
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

第
四
十
九
条
第
一
号
チ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
の
所
有
者
か
ら
の
飼
養
す
る
家
畜
の
頭
羽
数

及
び
衛
生
管
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
第
一
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
四
号

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
業
務
上
の
職
の
表
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
、
管
理
栄
養
士
」
を
、
「
食
鳥
検
査
員
」
の

下
に
「
、
学
習
指
導
員
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
の
表
中

「
栄
養
指
導
員

栄
養
の
指
導
に
従
事
す
る
。

を
」

栄

養

士

「
栄
養
指
導
員

栄
養
の
指
導
に
従
事
す
る
。

に
改
め
、
同
表

」

栄

養

士

管
理
栄
養
士

動
物
愛
護
管
理
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

学
習
指
導
員

児
童
相
談
所
に
お
い
て
、
児
童
の
学
習
指
導
に
従
事
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

山 口 県 報令和７年３月31日 月曜日 （号 外−13）



山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
五
号

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
25
の
項
中
「内

装
リ
フ
ォ
ー
ム
科

」
を
「建

築
Ｃ
Ａ
Ｄ
・
設
計
科

」
に
、
「空
調
・
設

備
施
工
科

」
を
「設

備
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
科

」
に
改
め
、
同
表
29
の
項
中
「治

山

」
を
「特
定
盛
土
等
若

し
く
は
土
石
の
堆
積
、
治
山

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
25
の
項
の
改
正
規

定
（
「内

装
リ
フ
ォ
ー
ム
科

」
を
「建

築
Ｃ
Ａ
Ｄ
・
設
計
科

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
被
服
等
は
、
改
正
後
の
山
口
県
職
員
被

服
等
貸
与
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
貸
与
さ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
被
服
等

の
貸
与
期
間
を
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
被
服
等
の

貸
与
期
間
に
通
算
す
る
。

山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
六
号

山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
山
口
県
立
西
部
高
等
産
業
技
術
学
校
の
項
中

内
装
リ
フ
ォ
ー
ム

科

を
」

「
建
築
Ｃ
Ａ
Ｄ
・
設

計
科

「

に
、

」

空
調
・
設
備
施
工

科

「
を
」

設
備
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
科

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
山
口
県
立
西
部
高
等
産
業
技

「

術
学
校
の
項
の
改
正
規
定
（

内
装
リ
フ
ォ
ー
ム

科

「
を
」

建
築
Ｃ
Ａ
Ｄ
・
設

計
科

に
改
め
る
部
分
に
限

」

る
。
）
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
七
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
区
域
は
、
全
国
の
区
域
と
す

る
。

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
に
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
戻
さ
れ
た
送
金
通

知
書
及
び
当
該
送
金
通
知
書
に
当
該
取
り
ま
と
め
店
が
振
り
出
し
た
小
切
手
が
添
付
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
当
該
小
切
手
を
添
付
し
て
こ
れ
」
を
削
る
。

第
百
六
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
五
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
山
口
県
立
高
森
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
厚
狭
高
等
学
校

山
口
県
立
厚
狭
明
進
高
等
学
校

別
表
第
三
中
「
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
関
係
）
」
を
「
（
第
六
条
、
第

二
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七
条
、
第
三
十
二
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
中
山
口
県
立
光
高
等
学
校
の
出
納
員
の
項
、
山
口
県
立

防
府
高
等
学
校
の
出
納
員
の
項
、
山
口
県
立
山
口
高
等
学
校
の
出
納
員
の
項
及
び
山
口
県
立
宇
部
工
業

高
等
学
校
の
出
納
員
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定

及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
（
「
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
関
係
）
」
を

「
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
三
十
二
条
関
係
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
第
一
項
中
「
産
業
政
策
課
、
観
光
政
策
課
」
の
下
に
「
、
文
化
振
興
課
」
を
、
「
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
推
進
室
」
の
下
に
「
を
含
む
。
）
、
文
化
振
興
課
（
錦
帯
橋
世
界
遺
産
推
進
室
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
訓
令
第
七
号

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
総
合
企
画
部
の
項
中
「
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
長
」
を
「
中
山
間
・
地
域
振
興
課

長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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